
平成 31 年 4 月 

東京都主税局 

平成 31（2019）年 10 月 1日以後に開始する事業年度に 

係る法人事業税の税率について 
 

 平成31年度税制改正における地方税法等の改正により、平成31（2019）年10月1日以後

に開始する事業年度の法人事業税の税率の改正が行われました。 

 これを受けて、東京都では、施行日（平成 31（2019）年 10月 1日）までの間に開かれる東京

都議会定例会に、法人事業税の税率（超過税率）を改める東京都都税条例の改正案を提案す

る予定です。改正案については、改めて東京都主税局ホームページ等でお知らせします。 

 なお、地方税法で定められた税率（標準税率）は、次のとおりです。 

標準税率 超過税率

年400万円以下の所得 3.5 ※

年400万円を超え
年800万円以下の所得 5.3 ※

年800万円を超える所得

年400万円以下の所得 3.5 ※

年400万円を超える所得

収入金額を課税
標準とする法人

電気･ガス供給業、保険
業又は貿易保険業を行
う法人

1.0 ※

年400万円以下の所得 （0.4） ※

年400万円を超え
年800万円以下の所得 （0.7） ※

年800万円を超える所得

- ※

- ※

税　率　(％)

4.9 ※

（1.0） ※

平成31（2019）年10月1日以後に
開始する事業年度

7.0 ※

軽減税率不適用法人

所得を課税標準
とする法人

軽減税率不適用法人

収入割

外形標準課税法人

地方税法第７２条の
２第１項第１号イに
規定する法人
〔資本金の額（又は
出資金の額）が１億
円を超える普通法人
（特定目的会社、投
資法人、一般社団・
一般財団法人は除
く）〕

特別法人
〔法人税法別表三に掲
げる協同組合等（農業
協同組合、信用金庫
等）及び医療法人〕
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（ ）内の標準税率は、東京都での適用はありませんが、特別法人事業税の基準法人所得割額の計算に用います。 

※超過税率の改正案は、改めてお知らせします。 

 

また、平成31（2019）年10月1日以後に開始する事業年度の法人都民税法人税割につい

ては、平成 28年度税制改正により、次のとおり、税率が変更されます。 

不均一課税適用法人の税率
（標準税率）

超過税率

７．０ １０．４
(道府県民税相当分1.0＋
市町村民税相当分6.0）

(道府県民税相当分2.0＋
市町村民税相当分8.4）

市町村に事務所等がある場合 １．０ ２．０

区分

税率（％）

平成31（2019）年10月1日以後に開始する事業年度

２３区内に事務所等がある場合

 


